
﹃
榻
鴫
暁
筆
﹄
に
お
け
る
漢
籍
の
受
容
に
つ
い
て

︱
出
典
明
記
の
あ
る
も
の
を
中
心
に
︱

小

椋

愛

子

一
、
は
じ
め
に

こ
れ
ま
で
、﹃
榻
鴫
暁
筆
﹄
所
収
の
説
話
の
出
典
を
探
り
、
受
容
と
変
容
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
﹃
榻
鴫
暁
筆
﹄
は
約
三
五
〇

篇
の
説
話
を
所
収
し
、
そ
の
大
部
分
に
典
拠
を
有
す
る
が
、
そ
れ
ら
が
典
拠
を
忠
実
に
引
い
て
い
る
こ
と
、
そ
の
中
で
も
仏
典
は
、﹃
法
苑
珠
林
﹄

等
の
類
書
か
ら
で
は
な
く
、
原
典
か
ら
直
接
引
い
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た(１

)

。﹃
榻
鴫
暁
筆
﹄
中
に
﹃
法
苑
珠
林
﹄
の
書
名
の
明
記
が
あ
る
た
め
、

﹃
榻
鴫
暁
筆
﹄
編
者
は
﹃
法
苑
珠
林
﹄
を
見
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
本
文
と
の
比
較
か
ら
原
典
が
仏
典
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
源

に
直
接
依
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
ま
た
、﹃
大
唐
西
域
記
﹄
や
、
大
乗
仏
典
の
本
縁
部
、﹃
菩
薩
本
縁
経
﹄
や
﹃
賢
愚
経
﹄
、﹃
旧
雑
譬
喩
経
﹄、﹃
雑

譬
喩
経
﹄
等
で
は
そ
の
傾
向
が
顕
著
で
あ
る
こ
と
も
確
認
で
き
た
。
さ
ら
に
、
典
拠
が
日
本
の
書
物
の
場
合
で
も
原
典
重
視
の
傾
向
が
窺
え
た(２

)

。

し
か
し
、﹃
三
国
伝
記
﹄
は
非
常
に
重
要
視
し
て
お
り
、﹃
三
国
伝
記
﹄
に
同
話
が
あ
る
場
合
に
は
、
﹃
三
国
伝
記
﹄
を
中
心
に
引
く(３

)

。
そ
れ
は
、

仏
典
の
場
合
に
も
当
て
は
ま
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
漢
籍
の
受
容
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
な
か
で

も
、
今
回
は
、
漢
籍
の
出
典
明
記
が
あ
る
も
の
を
中
心
に
考
察
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
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二
、﹃
榻
鴫
暁
筆
﹄
中
に
み
え
る
漢
籍
に
つ
い
て

次
に
、﹃
榻
鴫
暁
筆(４

)

﹄
中
に
書
名
の
見
え
る
漢
籍
に
つ
い
て
確
認
し
た
い
。
典
拠
と
し
て
書
名
を
明
記
す
る
形
式
と
し
て
は
、
説
話
中
に
本
文

と
し
て
明
記
す
る
、
別
記
文
形
式
の
中
で
明
記
す
る
、
説
話
の
末
尾
、
も
し
く
は
文
中
に
割
り
注
で
明
記
す
る
三
つ
の
形
が
あ
る
。
ま
ず
は
、

形
式
の
別
は
不
問
と
し
て
﹃
榻
鴫
暁
筆
﹄
に
書
名
の
見
え
る
主
な
漢
籍
を
確
認
す
る
。
仏
典
に
関
す
る
も
の
︵
﹃
法
苑
珠
林
﹄
、﹃
冥
報
記
﹄、﹃
五

百
問
論
﹄
等
の
問
答
集
、
寺
記
等
︶
を
除
い
た
も
の
を
整
理
す
る
と
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
但
し
、
書
名
の
表
記
は
﹃
榻
鴫
暁
筆
﹄
の
用
字
に

し
た
が
う
。

経
書
、
そ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
、

﹃
易
経
﹄︵
易
繋
辞
︶、﹃
尚
書
﹄、﹃
孟
子
﹄、﹃
荘
子
﹄

正
史
、
史
書
と
し
て

﹃
史
記
﹄、﹃
漢
書
﹄、﹃
後
漢
書
﹄、﹃
晋
書
﹄、﹃
魏
志
﹄、﹃
戦
国
策
﹄、﹃
魏
略
﹄

注
釈
と
し
て

﹃
文
選
注
﹄、﹃
千
字
文
注
﹄、﹃
韓
詩
外
伝
﹄

漢
魏
以
降
に
成
立
し
た
と
書
と
し
て

﹃
帝
王
世
紀
﹄︵﹃
帝
王
記
﹄︶、﹃
説
苑
﹄、﹃
晋
起
居
注
﹄、﹃
語
林
﹄、﹃

中
記
﹄
、﹃
西
京
雑
記
﹄
、﹃
京
房
易
﹄、﹃
穆
天
子
伝
﹄、﹃
漢
武
内
伝
﹄、

﹃
漢
武
帝
故
事
﹄、﹃
十
洲
記
﹄、﹃
述
異
記
﹄﹃
竹
譜
﹄、﹃
霊
鬼
志
﹄、﹃
博
物
志
﹄
、﹃
東
観
記
﹄
、﹃
調マ

マ

玉
集
﹄
、﹃
弘マ

マ

安
国
秘
記
﹄
、﹃
広
州
先
賢

伝
﹄、﹁
白
居
易
の
詩
﹂︵﹃
白
氏
文
集
﹄︶、﹃
続
述
征
記
﹄、﹃
周
公
記
﹄、﹃
紀
年
﹄、﹃
甲
子
記
﹄、﹃
寅
成
群
記
﹄、﹃
雑
史
抄
﹄
、﹃
曲マ

マ

略
﹄、﹃
菟

苑
栄
注
﹄、﹃
栄
陽
記
﹄、﹃
開マ

マ

中
記
﹄、﹃
会
稽
録
﹄、﹃
笑
苑
千
金
﹄
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経
書
を
は
じ
め
、
佚
書
、
偽
書
ま
で
幅
広
い
書
名
が
引
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
典
拠
と
し
て
書
名
を
挙
げ
て
い
て
も
、
そ

れ
に
依
る
分
量
は
、
一
語
、
一
文
か
ら
、
一
話
全
体
と
大
き
く
幅
が
あ
る
。
今
回
は
、
正
史
を
中
心
に
考
察
し
た
い
。
な
か
で
も
、
一
話
を
形

成
す
る
上
で
そ
の
典
拠
に
よ
る
箇
所
の
大
き
い
も
の
を
中
心
に
み
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

三
、﹃
榻
鴫
暁
筆
﹄
に
お
け
る
漢
籍
の
受
容
に
つ
い
て

ま
ず
、﹃
史
記
﹄
を
典
拠
と
す
る
箇
所
を
み
て
い
く
。﹁
史
記
﹂
の
書
名
は
全
体
で
数
カ
所
み
ら
れ
る
が
、
な
か
で
も
一
話
の
大
部
分
を
﹃
史

記
﹄
に
拠
る
巻
十
四
・
第
十
一
﹁
黄
石
公
﹂
を
取
り
上
げ
る
。

①
﹃
史
記
﹄
の
例
と
し
て
︱
﹃
榻
鴫
暁
筆
﹄
第
十
四
︵
転
変
︶
第
十
一
﹁
黄
石
公
﹂
に
つ
い
て

こ
れ
は
、
漢
に
仕
え
た
張
良
が
、
黄
石
公
か
ら
、
太
公
望
の
兵
書
を
受
け
る
話
で
あ
る
。
本
文
の
中
に
割
り
注
で
﹁
史
記
五
十
五
﹂
と
出
典

を
記
し
た
後
、
そ
れ
に
対
す
る
後
日
譚
な
ど
関
連
す
る
話
を
他
の
書
物
か
ら
引
く
。
し
か
し
、
一
話
の
核
と
な
る
の
は
、﹃
史
記(

５
)

﹄
で
あ
る
。
ま

ず
は
、﹃
史
記
﹄
と
の
比
較
を
試
み
た
い
。
割
り
注
に
あ
る
﹃
史
記
﹄
の
巻
五
十
五
は
﹁
留
侯
世
家
二
十
五
﹂
、
留
侯
張
良
の
話
で
、
張
良
の
家

系
の
説
明
か
ら
始
ま
る
。﹃
榻
鴫
暁
筆
﹄
の
﹁
黄
石
公
﹂
は
、
張
良
が
、
下

で
、
一
人
の
老
翁
︵
黄
石
公
︶
と
会
う
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。﹃
史

記
﹄
と
﹃
榻
鴫
暁
筆
﹄
を
対
照
す
る
形
で
み
て
い
く
。︵
以
下
、
前
者
が
﹃
史
記
﹄
、
後
者
が
﹃
榻
鴫
暁
筆
﹄
で
あ
る
。
︶

良
乃
更
二

名
姓
一

、
亡
匿
二

下

一

。
良
嘗
閒
從
容
步
、
游
二

下

圯
上
一

。
有
二

一
老
父
一

。
衣
レ

褐
、
至
二

良
所
一

、

昔
漢
の
高
祖
の
臣
に
長
良
と
云
も
の
、
若
か
り
し
時
、
下

と
云
所
の
土
橋
の
う
へ
に
て
一
人
の
老
翁
の
か
ち
を
き
た
る
に
あ
へ
り
。

﹃
史
記
﹄
で
は
、
こ
れ
よ
り
前
に
、
張
良
の
祖
先
は
韓
人
で
、
韓
の
宰
相
の
家
柄
で
あ
っ
た
こ
と
、
韓
が
秦
に
滅
ぼ
さ
れ
た
時
、
張
良
は
ま
だ

官
職
に
就
く
前
で
あ
っ
た
が
、
私
財
を
投
げ
出
し
て
秦
王
を
討
と
う
と
し
、
失
敗
し
た
こ
と
を
述
べ
る
。
そ
し
て
秦
王
か
ら
身
を
隠
す
た
め
、
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姓
名
を
変
え
て
下

に
来
た
と
す
る
。
し
か
し
、﹃
榻
鴫
暁
筆
﹄
は
、
そ
の
部
分
を
一
切
取
ら
な
い
。﹁
若
か
り
し
時
﹂
と
す
る
の
み
で
、
張
良

が
下

に
来
た
理
由
に
は
関
心
を
示
さ
な
い
。
ま
た
、
囲
み
部
分
の
﹁
圯
﹂
を
﹁
土
橋
﹂
と
和
訳
し
、
同
意
で
は
あ
る
が
、﹁
一
老
父
﹂
を
﹁
一

老
翁
﹂
と
表
現
し
、
翁
の
行
動
、﹁
衣
レ

褐
、
至
二

良
所
一

﹂
を
﹁
か
ち
を
き
た
る
に
あ
へ
り
﹂
と
ま
と
め
て
い
る
。
次
に
、
老
翁
︵
黄
石
公
︶
が

張
良
に
書
を
与
え
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
、
老
翁
が
張
良
を
試
す
箇
所
を
見
て
い
く
。

直
堕
二

其
履
圯
下
一

、
顧
謂
レ

良
曰
、
孺
子
下
取
レ

履
。
良
愕
然
欲
レ

毆
レ

之
。
爲
二

其
老
一

彊
�
、
下
取
レ

履
。
父
曰
、
履
レ

我
。
良
業
爲
取
レ

履
、

因
長
跪
履
レ

之
。
父
以
レ

足
受
、
笑
而
去
。

彼
翁
沓
を
土
橋
の
う
へ
に
お
と
し
て
張
良
に
告
て
云
、﹁
孺
子
彼
沓
と
り
て
え
さ
せ
よ
﹂
と
云
け
れ
ば
、
良
、
い
と
び
ん
な
き
事
云
翁
哉
と

は
思
へ
ど
も
、
年
の
高
き
に
憚
り
、
お
り
て
沓
を
と
り
さ
し
上
た
れ
ば
、
又
﹁
我
に
は
か
せ
よ
﹂
と
云
。
の
ぼ
り
て
跪
き
は
か
せ
け
れ
ば
、

翁
足
を
も
て
こ
れ
を
う
け
て
咲
て
去
り
ぬ
。

﹃
史
記
﹄
が
﹁
圯
下
﹂
に
沓
を
落
と
し
た
と
す
る
の
に
対
し
、﹃
榻
鴫
暁
筆
﹄
は
、﹁
土
橋
の
う
へ
﹂
に
落
と
し
た
と
す
る
。
こ
こ
は
、﹁
う
へ
﹂

で
は
意
が
通
じ
に
く
い
た
め
、﹃
榻
鴫
暁
筆
﹄
の
誤
り
か
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
命
じ
ら
れ
た
張
良
の
感
情
を
﹃
史
記
﹄
で
は
、
傍
線
部
分
、﹁
愕

然
欲
レ

毆
レ

之
。
爲
二

其
老
一

彊
�
﹂
と
﹁
驚
い
て
殴
り
つ
け
よ
う
と
し
た
﹂
と
す
る
が
、﹃
榻
鴫
暁
筆
﹄
は
、﹁
い
と
び
ん
な
き
事
云
翁
哉
﹂
と
す

る
。
さ
ら
に
、
沓
を
は
か
せ
る
と
き
の
張
良
の
心
情
﹁
業
爲
取
レ

履
﹂
は
取
ら
ず
、
行
動
の
み
を
記
す
。
ま
た
、﹁
長
跪
﹂
を
﹁
の
ぼ
り
て
跪
き
﹂

と
説
明
す
る
。
こ
れ
ま
で
仏
典
で
は
、
原
典
の
語
を
残
す
形
で
取
ろ
う
と
す
る
姿
勢
が
見
え
た
の
に
対
し
、
こ
こ
で
は
、
和
文
化
す
る
傾
向
が

見
ら
れ
る
。
次
に
、
去
り
ゆ
く
翁
を
見
送
る
張
良
の
様
子
と
、
翁
が
振
り
返
っ
て
張
良
に
語
り
か
け
る
箇
所
を
挙
げ
る
。

良
殊
大
驚
、
随
目
レ

之
。
父
去
里
所
、
復
還
曰
、

良
怪
し
み
し
た
ひ
行
け
ば
、
一
二
里
ば
か
り
し
て
翁
立
帰
り
告
て
云
、

傍
線
部
分
、﹃
榻
鴫
暁
筆
﹄
で
は
、﹁
怪
し
み
し
た
ひ
﹂
と
﹃
史
記
﹄
よ
り
も
細
や
か
に
張
良
の
心
の
内
を
記
し
、﹁
里
所
﹂
を
﹁
一
二
里
﹂
と

概
数
に
し
て
、
状
況
を
わ
か
り
や
す
く
す
る
。
但
し
、﹃
史
記
﹄
で
は
、
翁
の
言
葉
を
聞
き
終
え
た
張
良
の
様
子
と
行
動
を
﹁
良
因
怪
レ

之
、
跪
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曰
、
諾
。﹂
と
す
る
た
め
、﹃
榻
鴫
暁
筆
﹄
が
﹃
史
記
﹄
の
先
の
箇
所
ま
で
を
ま
と
め
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
時
の
翁
の
言
は
、
次
の
よ
う

で
あ
る
。

孺
子
可
レ

教
矣
。
後
五
日
平
明
、
與
レ

我
會
レ

此
。

孺
子
に
教
べ
き
事
あ
り
。
今
よ
り
五
日
と
い
は
ん
午
時
に
こ
ゝ
に
来
る
べ
し
。
沓
と
り
た
り
し
悦
び
い
は
ん

﹃
榻
鴫
暁
筆
﹄
で
は
、
後
の
展
開
を
重
視
す
る
た
め
か
、﹁
午
時
﹂
と
時
刻
を
明
確
に
す
る
。
さ
ら
に
、﹃
史
記
﹄
に
は
な
い
傍
線
部
分
を
付
加

し
、
何
か
良
い
こ
と
が
起
こ
る
こ
と
を
予
想
さ
せ
る
。
五
日
後
に
張
良
が
行
く
と
、
先
に
翁
が
来
て
お
り
、
張
良
は
遅
れ
た
こ
と
を
叱
ら
れ
る
。

そ
の
場
面
、

怒
曰
、
與
二

老
人
一

期
、
後
何
也
。
去
。
曰
、
後
五
日
早
會
。

翁
前
よ
り
有
て
怒
て
云
、﹁
か
く
年
老
た
る
者
と
契
り
を
結
び
な
が
ら
、
遅
き
事
は
い
と
あ
や
し
。
後
五
日
し
て
来
る
べ
し
﹂

も
、
傍
線
部
分
、﹃
榻
鴫
暁
筆
﹄
は
、
意
を
と
り
な
が
ら
、
和
文
化
し
、
老
翁
の
心
情
を
理
解
し
や
す
く
す
る
。
さ
ら
に
こ
の
五
日
後
も
張
良
は

遅
れ
、
再
度
五
日
後
の
来
訪
を
指
示
さ
れ
る
。
三
回
目
に
し
て
、
よ
う
や
く
張
良
が
翁
よ
り
先
に
到
着
す
る
こ
と
に
な
る
。
張
良
は
、
一
回
目

か
ら
三
回
目
ま
で
順
に
出
発
す
る
時
刻
を
早
め
て
い
く
。﹃
史
記
﹄
で
は
、
先
に
見
た
囲
み
の
よ
う
に
、
指
示
さ
れ
た
の
は
、
﹁
平
明
﹂
で
あ
っ

た
た
め
、
一
回
目
は
﹁
平
明
﹂
に
、
二
回
目
は
﹁
雞
鳴
﹂
に
、
三
回
目
は
﹁
夜
未
レ

半
往
﹂
に
出
か
け
た
と
す
る
。
﹃
榻
鴫
暁
筆
﹄
は
、
翁
が
﹁
午

時
﹂
を
指
示
す
る
た
め
、
一
回
目
は
﹁
午
時
﹂
に
、
二
回
目
は
﹁
ま
だ
暗
き
よ
り
﹂、
三
回
目
は
﹁
ま
だ
夜
半
﹂
か
ら
出
か
け
た
と
す
る
。
﹃
榻

鴫
暁
筆
﹄
は
、
意
を
強
調
す
る
た
め
、﹃
史
記
﹄
の
表
現
を
変
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
続
い
て
三
回
目
で
張
良
の
先
の
到
着
を
翁
が
喜
び
、

書
を
与
え
る
箇
所
で
、﹃
史
記
﹄
は
、﹁
喜
曰
、
當
レ

如
レ

是
。
出
二

一
編
書
一

曰
﹂
と
す
る
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、﹃
榻
鴫
暁
筆
﹄
で
は
﹁
暫
あマ

マ

て
翁
来
り
、
気
色
よ
げ
に
て
﹃
か
く
こ
そ
﹄
と
て
懐
よ
り
一
巻
の
書
を
取
出
し
さ
ゝ
げ
け
り
。
﹂
と
傍
線
部
分
の
よ
う
に
、
翁
の
様
子
を
詳
し
く

し
、
さ
ら
に
﹁
一
編
﹂
を
﹁
一
巻
﹂
と
す
る
。
些
細
な
違
い
で
あ
る
が
、
仏
典
等
で
原
典
の
語
を
重
視
し
た
傾
向
を
鑑
み
る
と
、
摂
取
の
仕
方

が
異
な
る
と
い
え
る
。
こ
の
後
、﹃
史
記
﹄
と
﹃
榻
鴫
暁
筆
﹄
で
は
、
話
の
順
序
が
異
な
る
。
﹃
史
記
﹄
で
は
翁
が
、
こ
の
書
を
読
め
ば
王
者
の
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師
と
な
れ
る
こ
と
、
十
年
た
て
ば
興
隆
し
、
十
三
年
後
に
ま
た
自
分
に
会
う
こ
と
、
自
分
は
穀
城
山
の
黄
石
で
あ
る
こ
と
を
話
し
、
そ
の
後
、

張
良
が
﹁
平
旦
﹂
に
な
っ
て
か
ら
そ
の
書
を
み
る
と
、
太
公
望
の
兵
法
で
あ
っ
た
と
す
る
。
﹃
榻
鴫
暁
筆
﹄
で
は
、
そ
の
書
の
説
明
を
先
に
す
る
。

さ
ら
に
、
順
序
の
み
で
な
く
、
そ
の
内
容
に
も
違
い
が
み
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
書
の
説
明
と
し
て
、﹃
史
記
﹄
で
は
﹁
乃
太
公
兵
法
也
﹂
と
す
る

だ
け
な
の
に
対
し
、﹃
榻
鴫
暁
筆
﹄
で
は
、﹁
此
書
は
大マ

マ

公
の
兵
法
と
て
、
周
の
時
の
軍
の
た
ば
か
り
の
様
を
大マ

マ

公
望
が
記
せ
し
文
也
。
又
は
軍

の
う
ら
ふ
み
也
共
い
へ
り
。﹂
と
詳
し
く
す
る
。
ま
た
、
翁
の
話
す
内
容
は
﹃
榻
鴫
暁
筆
﹄
も
同
じ
で
あ
る
が
、﹃
史
記
﹄
の
﹁
後
十
年
興
﹂
を

﹁
後
十
年
に
此
書
弘
べ
し
﹂
と
表
現
す
る
。﹃
史
記
﹄
で
は
こ
の
後
﹁
良
因
異
レ

之
、
常
習
誦
-二
讀
之
一

。﹂
と
し
、
十
年
後
に
張
良
が
沛
公
と
出
会

う
ま
で
の
様
子
、
沛
公
と
出
会
っ
た
後
の
活
躍
を
具
体
的
に
記
述
す
る
。﹃
榻
鴫
暁
筆
﹄
は
、
﹁
良
こ
れ
を
悦
て
後
劉
季
に
し
た
が
ひ
、
此
文
を

開
て
教
へ
け
り
。
さ
て
良
を
ば
�
将
と
云
官
人
に
な
さ
れ
け
り
。
さ
て
こ
そ
高
祖
﹃
運
籌
策
帷
帳
中
、
決
勝
千
里
外
、
張
良
之
功
也
﹄
と
は
の

給
ひ
け
れ
。﹂
と
ま
と
め
る
。
こ
の
箇
所
は
、﹃
史
記
﹄
の
﹁
沛
公
拜
レ

良
爲
二



將
一

。
良
數
以
二

太
公
兵
法
一

說
二

沛
公
一

。
﹂、﹁
良
未
三

嘗
有
二

戰

鬭
功
一

。
高
帝
曰
、
運
二

籌
策
帷
帳
中
一

、
決
二

勝
千
里
外
一

、
子
房
功
也
。
自
擇
二

齊
三
萬
戶
一

。
﹂
か
ら
取
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、

﹃
史
記
﹄
で
は
、
こ
の
二
つ
の
箇
所
の
間
に
さ
ま
ざ
ま
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
り
、
以
後
も
張
良
の
話
は
続
く
。
﹃
榻
鴫
暁
筆
﹄
は
、
そ
れ
ら
を
一

切
記
さ
な
い
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、﹃
榻
鴫
暁
筆
﹄
は
﹃
史
記
﹄
の
意
を
取
り
な
が
ら
も
、
表
現
を
変
え
、
さ
ら
に
理
解
し
や
す
く
す
る
た
め
、
原
典
に
な
い

部
分
を
付
加
し
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
れ
ま
で
、
仏
典
で
は
、
原
典
の
表
現
を
で
き
る
限
り
用
い
る
こ
と
、﹃
三
国
伝
記
﹄
か
ら
取
る
場
合
に
は
、

ほ
ぼ
同
文
を
取
り
、
表
現
が
一
致
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
そ
れ
ら
と
は
趣
を
異
に
す
る
。
こ
の
箇
所
は
、﹃
史
記
﹄

に
直
接
よ
る
と
は
考
え
に
く
い
。

﹃
榻
鴫
暁
筆
﹄
は
、
こ
こ
ま
で
を
﹁
史
記
五
十
五
﹂
と
出
典
を
記
し
た
後
、
続
け
て
、
﹁
匡
房
か
ゝ
れ
た
り
﹂
と
﹁
匡
房
﹂
の
言
を
引
き
、
こ

の
書
の
行
方
を
記
す
。
但
し
、
こ
の
箇
所
は
﹃
江
談
抄
﹄
に
は
見
え
な
い
。
さ
ら
に
、
続
け
て
、
黄
石
が
書
の
み
で
な
く
、
不
死
の
薬
や
仙
術

を
も
張
良
に
教
え
た
と
の
説
を
﹁
又
弘マ

マ

安
国
秘
記
に
は
﹂
と
し
て
挙
げ
る
。﹃
史
記
﹄
、﹁
匡
房
﹂
の
言
、﹃
弘マ

マ

安
国
秘
記
﹄
の
説
の
挙
げ
方
、
引
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書
の
並
び
は
、﹃
榻
鴫
暁
筆
﹄
編
者
が
選
別
し
た
と
い
う
よ
り
も
、
何
か
典
拠
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
注
釈
書
類
を
調
べ
て
み
る
と
、

﹃
和
漢
朗
詠
集
永
済
注(６

)

﹄︵
以
下
、﹃
永
済
注
﹄
と
す
る
︶
の
４
６
７
﹁
漢
高
三
尺
之
劔
坐
製
諸
侯
一

張
良
一
巻
之
書
立
登
二

師
傳
一

後
漢
書
﹂

の
注
と
内
容
、
引
書
の
並
び
が
一
致
す
る
。﹃
永
済
注
﹄
で
は
、
下
の
句
の
注
と
し
て
、
﹁
史
記
五
十
五
﹂、﹁
匡
房
﹂、﹁
孔
安
国
秘
記
﹂
を
挙
げ

る
。
本
文
を
比
較
す
る
と
﹃
史
記
﹄
と
異
な
る
部
分
と
一
致
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。﹃
榻
鴫
暁
筆
﹄
と
﹃
永
済
注
﹄
を
対
照
す
る
形
で
挙
げ
る
。

︵
以
下
、
前
者
が
﹃
榻
鴫
暁
筆
﹄、
後
者
が
﹃
永
済
注
﹄
で
あ
る
。︶
冒
頭
部
分
、

若
か
り
し
時
、
下

と
云
所
の
土
橋
の
う
へ
に
て
一
人
の
老
翁
の
か
ち
を
き
た
る
に
あ
へ
り
。

ワ
カ
ヽ
リ
シ
ト
キ
、
下

ト
イ
フ
ト
コ
ロ
ノ
、
ツ
チ
ハ
シ
ノ
ウ
ヘ
ニ
ア
ソ
ヒ
キ
。
ト
キ
ニ
、
ヒ
ト
リ
ノ
老
翁
ノ
、
カ
チ
ヲ
キ
タ
ル
カ
⋮
⋮

で
は
、﹃
史
記
﹄
と
異
な
る
表
現
で
あ
っ
た
傍
線
部
分
が
一
致
す
る
。
さ
ら
に
、
翁
が
張
良
を
試
す
箇
所
も

彼
翁
沓
を
土
橋
の
う
へ
に
お
と
し
て
張
良
に
告
て
云
、﹁
孺
子
彼
沓
と
り
て
え
さ
せ
よ
﹂
と
云
け
れ
ば
、
良
、
い
と
び
ん
な
き
事
云
翁
哉
と

は
思
へ
ど
も
、
年
の
高
き
に
憚
り
、
お
り
て
沓
を
と
り
さ
し
上
た
れ
ば
、
又
﹁
我
に
は
か
せ
よ
﹂
と
云
。
の
ぼ
り
て
跪
き
は
か
せ
け
れ
ば
、

ク
ツ
ヲ
、
ツ
チ
ハ
シ
ノ
シ
モ
ニ
ヲ
ト
シ
テ
、
張
良
ニ
ツ
ケ
テ
イ
ワマ

マ

ク
、
孺
子
、
カ
ノ
ク
ツ
ト
リ
テ
、
エ
サ
セ
ヨ
、
ト
イ
ヒ
ケ
レ
ハ
、
良
、

イ
ト
、
ヒ
ム
ナ
キ
コ
ト
イ
フ
、
オ
キ
ナ
ヽ
リ
ト
オ
モ
ヒ
テ
、
ウ
タ
ム
ト
オ
モ
ヘ
ト
、
年
ノ
タ
カ
キ
ニ
、
ハ
ヽ
カ
リ
テ
、
オ
リ
テ
、
ク
ツ
ヲ

ト
リ
テ
、
サ
シ
ア
ケ
タ
レ
ハ
、
ワ
レ
ニ
ハ
カ
セ
ヨ
ト
イ
ヘ
ハ
、
ノ
ホ
リ
テ
、
ヒ
サ
マ
ツ
キ
テ
、
ハ
カ
セ
ケ
リ
。

と
、
波
線
部
の
﹁
う
へ
﹂
と
﹁
シ
モ
﹂
は
異
な
る
が
、﹁
土
橋
﹂
の
表
現
、
他
の
﹃
史
記
﹄
に
な
い
張
良
の
心
情
︵
傍
線
部
分
︶
は
一
致
す
る
。

ま
た
、
傍
線
箇
所
以
外
で
も
重
な
る
表
現
が
多
い
。
張
良
が
翁
を
見
送
る
箇
所
も

良
怪
し
み
し
た
ひ
行
け
ば
、
一
二
里
ば
か
り
し
て
翁
立
帰
り
告
て
云
、

良
、
ア
ヤ
シ
ミ
テ
、
シ
タ
カ
ヒ
ユ
ケ
ハ
、
一
二
里
ハ
カ
リ
ユ
キ
テ
、
タ
チ
カ
ヘ
リ
、
ツ
ケ
テ
イ
ハ
ク
、

と
、
ほ
ぼ
同
文
で
、﹁
一
二
里
﹂
の
概
数
も
一
致
す
る
。
ま
た
、
そ
の
時
の
翁
の
言
、

沓
と
り
た
り
し
悦
び
い
は
ん
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ク
ツ
ト
レ
リ
シ
、
ヨ
ロ
コ
ヒ
イ
ハ
ム

も
、
さ
ら
に
、
張
良
が
遅
れ
て
し
か
ら
れ
る
一
回
目
の
言
、

か
く
年
老
た
る
者
と
契
り
を
結
び
な
が
ら
、
遅
き
事
は
い
と
あ
や
し
。

カ
ク
、
ト
シ
ヲ
ヒ
タ
ル
モ
ノ
ト
、
チ
キ
リ
ヲ
ム
ス
ヒ
ナ
カ
ラ
、
ヲ
ソ
キ
コ
ト
、
イ
ト
ア
ヤ
シ
。

も
、
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
。
さ
ら
に
張
良
が
出
か
け
る
時
間
を
﹃
永
済
注
﹄
で
は
、﹁
平
旦
﹂、﹁
マ
タ
、
ク
ラ
キ
ニ
﹂
、﹁
マ
タ
、
ヨ
ナ
カ (７

)

﹂
と
し
て

お
り
、﹃
榻
鴫
暁
筆
﹄
の
﹁
午
時
﹂、﹁
ま
だ
暗
き
よ
り
﹂、﹁
ま
だ
夜
半
﹂
と
類
似
す
る
。
ま
た
、
三
回
目
に
喜
ぶ
翁
の
様
子
と
そ
の
言
も

気
色
よ
げ
に
て
﹁
か
く
こ
そ
﹂
と
て
懐
よ
り
一
巻
の
書
を
取
出
し
さ
ゝ
げ
け
り
。
此
書
は
大マ

マ

公
の
兵
法
と
て
、
周
の
時
の
軍
の
た
ば
か
り

の
様
を
大マ

マ

公
望
が
記
せ
し
文
也
。
又
は
軍
の
う
ら
ふ
み
也
共
い
へ
り
。

ケ
シ
キ
ヨ
ク
テ
、
カ
ク
コ
ソ
ト
イ
ヒ
テ
、
フ
ト
コ
ロ
ヨ
リ
、
一
巻
ノ
書
ヲ
ト
リ
イ
テ
ヽ
、
サ
ツ
ケ
ヽ
リ
。
ソ
ノ
フ
ミ
ヲ
ハ
、
太
公
カ
兵
法

ト
イ
ヒ
テ
、
周
ノ
時
ノ
、
イ
ク
サ
ノ
、
タ
ハ
カ
リ
ノ
ヤ
ウ
ヲ
、
太
公
望
カ
記
セ
ル
書
ナ
リ
。

と
、
書
を
﹁
一
巻
﹂
表
現
す
る
こ
と
、
書
の
説
明
、
さ
ら
に
そ
の
順
序
も
近
似
す
る
。
そ
の
後
の
翁
の
言
で
、﹃
史
記
﹄
と
異
な
っ
た
﹁
後
十
年

に
此
書
弘
べ
し
﹂︵﹃
榻
鴫
暁
筆
﹄︶
も
﹁
後
十
年
ニ
、
コ
ノ
フ
ミ
、
ヒ
ロ
マ
ル
ヘ
シ
。﹂︵
﹃
永
済
注
﹄︶
と
一
致
す
る
。
張
良
の
そ
の
後
も
﹃
永
済

注
﹄
に
﹁
後
ニ
、
劉
季
ニ
、
シ
タ
カ
ヒ
テ
、
コ
ノ
フ
ミ
ヲ
ト
キ
テ
、
イ
ク
サ
ノ
コ
ト
ヲ
ヽ
シ
ヘ
ケ
リ
。
高
祖
、
良
ヲ
シ
テ
、
廏
将
ト
イ
フ
ツ
カ

サ
ニ
、
ナ
サ
レ
ニ
ケ
リ
。
高
祖
ノ
タ
マ
ハ
ク
、
ハ
カ
リ
コ
ト
ヲ
帷
帳
ノ
ウ
チ
ニ
メ
ク
ラ
シ
、
勝
ツ
コ
ト
ヲ
千
里
ノ
ホ
カ
ニ
決
ス
ル
コ
ト
ハ
、
良

カ
功
ナ
リ
ト
ノ
タ
マ
ヒ
ケ
リ
。﹂
と
あ
り
、﹃
榻
鴫
暁
筆
﹄
と
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
。﹁
匡
房
﹂
の
言
と
す
る
と
こ
ろ
も
、

良
を
後
に
は
大
臣
に
な
さ
れ
け
り
。
張
丞
相
と
云
こ
れ
也
。
件
書
異
朝
に
あ
り
し
時
、
殊
に
た
ゝ
り
を
な
し
け
れ
ば
、
良
が
子
孫
彼
書
を

所
持
し
日
本
に
来
り
、
故
資
綱
大
納
言
の
家
人
と
な
る
。
故
に
、
資
綱
又
家
賢

に
伝
て
其
後
院
へ
進
覧
と
云
々
。
匡
房
か
ゝ
れ
た
り
。

匡
房
云
⋮
⋮
件
書
ハ
、
唐
朝
ニ
ア
ル
ト
コ
ロ
、
コ
ト
ニ
、
タ
ヽ
リ
ヲ
ナ
シ
ケ
レ
ハ
、
張
良
カ
子
孫
、
ヲ
ハ
レ
テ
、
日
本
ノ
人
ニ
ツ
キ
テ
、

此
朝
ニ
来
也
。
而
、
件
書
ヲ
ハ
令
進
院
云
々
。
件
男
ハ
、
故
資
綱
ノ
中
納
言
ノ
家
人
也
。
仍
、
書
ヲ
資
綱
ニ
ツ
タ
ヘ
テ
、
家
賢
ノ

ニ
伝
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フ
。
家
賢

、
進
院
云
々
。

と
﹃
榻
鴫
暁
筆
﹄
の
記
述
と
重
な
る
。
さ
ら
に
﹃
弘マ

マ

安
国
秘
記
﹄
の
記
述
も

又
弘
安
国
秘
記
に
は
、
長
良
逢
黄
石
公
、
一
巻
の
書
を
伝
た
る
の
み
に
あ
ら
ず
、
不
死
の
薬
を
も
え
た
り
と
。
故
に
仙
道
を
習
、
神
通
自

在
な
り
云
々
。

又
、
孔
安
国
秘
記
ニ
ハ
、
張
良
得
黄
石
公
不
死
之
法
、
不
但
兵
書
一

而
已
ト
イ
ヘ
リ
。
又
、
張
良
、
本
ト
漢
ノ
四
皓
ヲ
師
ト
シ
テ
、
仙
道
ヲ

習
ヒ
テ
、
神
方
ヲ
ヘ
タ
リ
。

と
あ
り
、
内
容
を
同
じ
く
す
る
。﹃
孔
安
国
秘
記
﹄
と
は
、﹁
孔
安
国
﹂
の
書
い
た
書
と
思
わ
れ
る
が
、
現
在
は
佚
書
で
あ
り
、
確
認
で
き
な
い
。

﹃
榻
鴫
暁
筆
﹄
で
は
、
書
名
を
﹁
弘
﹂
と
誤
る
。
こ
れ
は
、﹁
孔
安
国
﹂
と
い
う
人
物
を
﹃
榻
鴫
暁
筆
﹄
編
者
が
よ
く
知
ら
な
か
っ
た
と
い
え
よ

う
。以

上
の
こ
と
か
ら
、﹃
榻
鴫
暁
筆
﹄
の
表
現
は
﹃
史
記
﹄
よ
り
も
﹃
永
済
注
﹄
に
重
な
る
と
こ
ろ
が
多
い
と
い
え
る
。
﹃
永
済
注
﹄
の
成
立
時

期
を
、﹃
和
漢
朗
詠
集
古
注
釈
集
成
﹄
第
三
巻
の
解
題
で
は
、﹁
永
済
注
﹂
と
い
う
呼
称
が
、﹁
す
で
に
文
安
五
︵
一
四
四
八
︶
年
の
﹃
太
子
伝
玉

林
抄
﹄
に
見
ら
れ
る
﹂
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
内
容
が
、﹁﹃
源
平
盛
衰
記
﹄、
身
延
本
﹃
平
氏
伝
雑
勘
文
﹄、
さ
ら
に
、
鎌
倉
中
後
期
書
写
の
﹃
和

漢
朗
詠
註
抄
﹄
等
に
引
用
さ
れ
て
い
る
﹂
こ
と
、
釈
永
済
が
、﹁
鎌
倉
前
期
頃
の
多
武
峰
に
活
躍
し
た
住
僧
ら
し
﹂
い
こ
と
か
ら
、﹁
鎌
倉
初
期

頃
と
推
定
﹂
し
て
い
る
。﹃
榻
鴫
暁
筆
﹄
の
成
立
時
期
は
確
定
し
て
い
な
い
が
、
鎌
倉
後
期
か
ら
室
町
で
あ
る
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
こ
の
箇
所
は

﹃
榻
鴫
暁
筆
﹄
が
﹃
永
済
注
﹄
を
参
考
に
し
た
と
い
え
よ
う
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
話
は
﹁
史
記
五
十
五
﹂
と
記
し
な
が
ら
も
、
そ
の
原
典
か
ら
直
接
取
る
の
で
は
な
く
、﹃
永
済
注
﹄
と
関
わ
り
、
間

接
的
に
取
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
次
に
﹃
漢
書
﹄
を
典
拠
と
す
る
一
例
を
挙
げ
る
。
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②
﹃
漢
書
﹄
の
例
と
し
て
︱
﹃
榻
鴫
暁
筆
﹄
巻
十
︵
似
類
︶
第
十
﹁
蘓マ

マ

武
雁マ

マ

札(８
)

﹂
に
つ
い
て

こ
れ
は
、
漢
の
名
臣
と
し
て
有
名
な
蘇
武
の
話
で
あ
る
。
漢
の
使
と
し
て
と
匈
奴
に
赴
き
、
そ
こ
に
抑
留
さ
れ
た
蘇
武
が
、
雁
︵
鴈
︶
に
手

紙
を
結
び
つ
け
て
自
分
の
現
状
を
知
ら
せ
た
と
い
う
故
事
が
有
名
で
あ
る
。
本
話
も
そ
の
部
分
を
﹁
漢
書
心
也
﹂
と
、﹃
漢
書
﹄
か
ら
取
っ
た
と

し
、
続
け
て
話
の
解
釈
を
行
う
。
ま
ず
は
、﹃
漢
書
﹄
に
拠
る
箇
所
か
ら
見
て
い
き
た
い
。
こ
れ
は
、﹃
漢
書
﹄
巻
五
十
四
﹁
李
廣
蘇
建
傳
第
二

十
四
﹂︵
蘇
武
伝
︶
に
拠
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
比
較
す
る
と
、
蘇
武
の
設
定
か
ら
異
な
る
。﹃
漢
書(９

)

﹄
で
は
、
漢
と
匈
奴
は
緊
張
関
係

が
続
き
、
お
互
い
に
使
者
を
留
め
置
く
処
置
を
取
っ
て
い
た
が
、
天
漢
元
年
に
且

侯
単
于
が
即
位
す
る
と
、
単
于
が
漢
︵
武
帝
︶
の
攻
撃
を

恐
れ
て
、
使
者
達
を
解
放
し
、
漢
に
還
ら
せ
る
。
そ
の
た
め
、﹁
武
帝
嘉
二

其
義
一

、
乃
遣
下

武
以
二

中
朗
將
一

使
持
レ

節
送
中

匈
奴
使
留
在
レ

漢
者
上

、

因
厚
輅
︵
賂
︶二
單
于
一

、
答
二

其
善
意
一

。﹂
と
、
武
帝
が
そ
の
善
意
に
応
え
る
形
で
﹁
蘇
武
﹂
を
遣
わ
し
た
と
す
る
。
さ
ら
に
、
蘇
武
が
匈
奴
に

赴
い
た
と
き
は
﹁
會
三

緱
王
與
二

長
水
虞
常
等
一

謀
-二
反
匈
奴
中
一

⋮
⋮
﹂
と
、
緱
王
と
虞
常
ら
が
、
単
于
の
母
方
の
氏
で
あ
る
閼
氏
を
漢
に
投
降

さ
せ
よ
う
と
画
策
し
て
い
る
と
き
で
、
使
節
の
副
使
と
虞
常
が
親
し
か
っ
た
た
め
、
蘇
武
も
巻
き
込
ま
れ
、
匈
奴
に
抑
留
さ
れ
た
と
す
る
。
そ

れ
に
対
し
、﹃
榻
鴫
暁
筆
﹄
は
蘇
武
を
武
将
と
す
る
。﹁
漢
武
帝
の
御
宇
に
、
李
陵
を
大
将
軍
と
し
て
蘓
武
を
副
将
軍
と
し
て
五
十
万
騎
を
さ
し

つ
か
は
し
、
胡
国
の
匈
奴
単
于
と
い
ふ
ゑ
び
す
を
責
ら
れ
し
に
、
漢
の
軍
よ
は
ふ
し
て
蘓
武
い
け
ど
り
に
せ
ら
れ
て
け
り
。﹂
と
、
蘇
武
が
李
陵

の
下
で
戦
い
敗
れ
て
、
匈
奴
に
降
っ
た
と
し
て
い
る
。
李
陵
と
蘇
武
は
同
じ
時
期
に
匈
奴
と
関
わ
る
が
、﹃
漢
書
﹄
等
に
通
じ
て
い
れ
ば
、
著
名

な
二
人
の
混
同
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。﹃
漢
書
﹄
は
、
蘓
武
の
父
で
あ
る
蘇
建
に
つ
い
て
は
﹁
蘇
建
、
杜
陵
人
也
。
以
二

校
尉
一

從
二

大
將
軍
靑
一

撃
二

匈
奴
一

、
封
二

平
陵
侯
一

。﹂
と
、
匈
奴
を
討
ち
、
平
陵
侯
と
な
っ
た
こ
と
を
述
べ
る
が
、
蘇
武
が
副
将
軍
と
し
て
戦
っ
た
記
述
は
み
ら
れ
な

い
。﹃
榻
鴫
暁
筆
﹄
が
、﹃
漢
書
﹄
を
直
接
見
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。

こ
れ
も
﹃
永
済
注
﹄
の
５
０
２
﹁
賓
鴈
繋
書
秋
葉
落

牡
羊
期
乳
歳
花
空

蘇
武

左
昌
﹂
の
注
に
同
様
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。
該
当
箇
所
を

挙
げ
る
。

蘇

武
、
字

子

、
前

漢

ノ

人

ナ

リ
。
漢
ノ
武
帝
ノ
ト
キ
、
李
陵
ヲ
モ
テ
大
将
軍
ト
シ
、
蘇
武
ヲ
モ
テ
副
将
軍
ト
シ
テ
、
北

ノ

カ

タ
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凶マ
マ

奴
ト
イ
フ
エ
ヒ
ス
ヲ
、
ウ
チ
ニ
ツ
カ
ハ
セ
リ
ケ
ル
ニ
、
ミ
カ
タ
ノ
イ
ク
サ
ヤ
フ
レ
テ
、
蘇
武
、
凶 マ

マ

奴
ニ
ト
ラ
ヘ
ラ
レ
ニ
ケ
リ
。

傍
線
部
、
特
に
囲
み
の
箇
所
が
一
致
す
る
。
さ
ら
に
、
対
照
す
る
形
で
比
較
し
て
い
く
。︵
前
者
が
﹃
榻
鴫
暁
筆
﹄、
後
者
が
﹃
永
済
注
﹄
で
あ

る
。︶
そ
の
後
、
単
于
が
捕
ら
え
た
蘇
武
を
上
相
と
し
、
娘
の
公
主
と
結
婚
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
を
、
蘇
武
が
拒
む
場
面
で
は
、
﹃
永
済
注
﹄
の

表
現
を
用
い
て
簡
略
化
し
な
が
ら
も
、
蘇
武
の
言
ま
で

武
云
、﹁
妻
を
さ
づ
け
て
相
と
す
る
は
不
仁
に
あ
た
れ
り
。
身
を
ま
か
せ
て
死
を
う
く
る
は
忠
臣
た
ら
ん
﹂
と
ぞ
い
ひ
け
る
。

武
カ
イ
ハ
ク
、
妻
ヲ
ア
タ
ヘ
テ
相
ト
ス
ル
コ
ト
ハ
リ
、
不
仁
ニ
ア
タ
レ
リ
。
身
ヲ
マ
カ
セ
テ
死
ヲ
ウ
ク
、
願
ハ
忠
臣
タ
ラ
ム
、
ト
ソ
イ
ヒ

ケ
ル
。

と
、
一
致
す
る
。
さ
ら
に
武
が
北
海
に
遣
わ
さ
れ
て
、
そ
こ
で
羊
を
飼
い
、
鴈
が
来
る
箇
所
で
は
、

其
時
武
を
北
海
の
辺
に
遣
し
、
羊
を
か
わ
せ
け
れ
ば
、
武
天
に
仰
ぎ
て
歎
云
、﹁
北
来
の
鴈
、
南
往
の
鳥
、
定
て
我
古
郷
を
す
ぐ
ら
ん
物
を
﹂

と
云
け
れ
ば
、
天
其
心
を
哀
て
、
二
の
鴈
を
石
上
に
お
と
せ
り
け
れ
ば
、

又
、
武
ヲ
シ
テ
、
北
海
ノ
ホ
ト
リ
ニ
、
ヒ
ツ
シ
ヲ
カ
ハ
セ
ケ
レ
ハ
、
武
、
天
ニ
ア
フ
キ
テ
、
ナ
ケ
キ
テ
イ
ハ
ク
、
北
来
之
鴈
、
南
往
之
鳥
、

我
カ
故
郷
ヲ
ス
ク
ラ
ム
ト
イ
ヒ
ケ
レ
ハ
、
天
、
ソ
ノ
心
ヲ
ア
ハ
レ
ミ
テ
、
二
ノ
カ
リ
ヲ
、
石
穴
ニ
ヲ
ト
セ
リ
ケ
レ
ハ
、

と
、
波
線
部
の
﹁
石
上(

)

﹂
と
﹁
石
穴
﹂
の
違
い
は
あ
る
が
、
他
は
細
か
な
表
現
ま
で
重
な
る
。
そ
の
鴈
に
手
紙
を
託
す
の
で
あ
る
が
、﹃
榻
鴫
暁

10

筆
﹄
は
そ
の
手
紙
の
内
容
を
﹁
昔
籠
岩
窟
洞
、
送
三
春
愁
歎
、
今
捨
曠
田
畦
、
成
胡
狄
一
足
、
設
散
骸
胡
地
、
魂
再
仕
君
辺
﹂
と
す
る
。
し
か

し
、﹃
永
済
注
﹄
で
は
、
末
尾
の
二
句
が
あ
る
の
み
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
二
句
も
こ
の
箇
所
で
は
な
く
、
末
尾
の
異
説
に
記
載
さ
れ
る
。
ま
た
、

こ
の
詩
は
﹃
漢
書
﹄
に
も
記
述
が
な
い(

)

。
こ
の
後
は
、
武
帝
が
書
を
見
て
対
応
す
る
箇
所
、

11

⋮
⋮
さ
て
帝
、
蘓
武
は
い
ま
だ
死
な
ざ
り
け
り
と
て
、
さ
ら
に
廿
人
の
御
使
を
つ
か
は
し
、
千
金
を
も
て
あ
が
な
ひ
給
ふ
。
其
使
い
ま
だ

行
つ
か
ざ
る
に
武
は
帰
り
ま
い
り
に
け
り
。
漢
書
心
也
。

⋮
⋮
武
ハ
、
イ
マ
タ
シ
ナ
サ
リ
ケ
リ
ト
テ
、
サ
ラ
ニ
廿
人
ノ
御
ツ
カ
ヒ
ヲ
ツ
カ
ハ
シ
テ
、
コ
カ
ネ
ヲ
モ
テ
、
マ
カ
ヒ (

)

タ
マ
フ
。
ソ
ノ
ツ
カ

12
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ヒ
、
イ
マ
タ
ユ
キ
ツ
カ
サ
ル
ニ
、
武
カ
ヘ
リ
マ
イ
リ
ニ
ケ
リ
。
漢
書
ニ
見
エ
タ
リ
。

ま
で
、
波
線
部
の
違
い
は
あ
る
が
、
表
現
は
極
め
て
近
い
。﹃
榻
鴫
暁
筆
﹄
は
、
詩
を
付
加
し
た
た
め
、
漢
書
の
﹁
心
﹂
と
し
た
か
。
ま
た
、
こ

の
後
、﹃
榻
鴫
暁
筆
﹄
は
﹁
或
文
云
⋮
⋮
﹂、﹁
又
説
苑
に
は
⋮
⋮
﹂
と
し
て
異
説
を
挙
げ
る
。﹃
説
苑
﹄
の
箇
所
は
冒
頭
か
ら
、

又
説
苑
に
は
、
武
匈
奴
に
し
た
が
は
ざ
り
け
れ
ば
、
単
于
剣
を
抜
て
﹁
汝
し
た
が
は
ず
ん
ば (

)

命
を
た
ゝ
ん
﹂
と
ぞ
云
け
る
。
其
時
武
、﹁
我

13

忝
く
も
漢
王
の
御
使
也
。
争
か
戎
の
類
に
屈
せ
ら
れ
ん
や
﹂
と
て
、
み
づ
か
ら
剣
に
さ
ゝ
れ
ん
と
し
け
れ
ば
、
単
于
大
に
お
ど
ろ
き
や
み

に
け
り
。

説
苑
ト
イ
フ
文
ニ
イ
ヘ
ル
ハ
、
匈
奴
ノ
主
、
単
于
、
武
ヲ
シ
タ
カ
ヘ
ム
ト
シ
ケ
ル
ニ
、
シ
タ
カ
ハ
サ
リ
ケ
レ
ハ
、
ツ
ル
キ
ヲ
モ
テ
、
シ
タ

カ
ハ
ス
ハ
、
イ
ノ
チ
ヲ
タ
ヽ
ム
ト
イ
ヒ
ケ
レ
ハ
、
ワ
レ
ハ
、
カ
タ
シ
ケ
ナ
ク
モ
漢
王
ノ
御
使
也
。
イ
カ
テ
カ
、
エ
ヒ
ス
ノ
タ
ク
ヒ
ニ
ハ
、

屈
セ
ム
ト
テ
、
ツ
ル
キ
ヲ
ヌ
キ
テ
、
ミ
ツ
カ
ラ
サ
シ
タ
リ
ケ
レ
ハ
、
単
于
オ
ホ
キ
ニ
ヲ
ト
ロ
キ
テ
、
ク
ス
シ
ヲ
メ
シ
テ
、
ツ
ク
ロ
ハ
セ
ケ

リ
。

と
、
波
線
部
の
相
違
は
あ
る
が
、
全
て
意
は
同
じ
で
あ
り
、
且
つ
、
表
現
も
近
似
す
る
。
こ
の
後
、
末
尾
ま
で
内
容
を
同
じ
く
す
る
。
さ
ら
に

﹃
榻
鴫
暁
筆
﹄
は
、﹁
此
両
説
相
違
せ
り
。﹂
と
し
て
﹃
漢
書
﹄
と
﹃
説
苑
﹄
の
違
い
を
評
す
る
。

漢
書
の
意
は
ま
さ
し
く
書
を
つ
く
り
鴈
に
付
た
り
と
見
へ
、
説
苑
の
意
は
李
陵
が
は
か
り
事
に
い
へ
る
、
鴈
札
実
な
ら
ず
。

今
案
、
漢
書
ノ
心
ハ
、
武
マ
サ
シ
ク
書
ヲ
ツ
ク
リ
テ
、
カ
リ
ニ
ツ
ケ
タ
リ
。
説
苑
ノ
意
ハ
、
李
陵
カ
ハ
カ
リ
コ
ト
ニ
テ
、
鴈
札
実
ニ
ア
ラ

ス
。

こ
こ
も
、
表
現
、
内
容
が
重
な
る
。
さ
ら
に
、
続
け
て
﹃
榻
鴫
暁
筆
﹄
は
﹁
古
人
説
云
﹂
と
し
て
、
雁
札
は
何
を
も
っ
て
書
き
記
し
た
の
か
と

の
都
良
香
と
題
者
と
の
問
答
を
挙
げ
る
。
そ
の
問
答
も
﹃
永
済
注
﹄
に
﹁
古
人
説
云
﹂
と
し
て
あ
り
、
構
成
や
内
容
が
一
致
す
る
。
は
じ
め
か

ら
末
尾
の
箇
所
、

其
時
香
云
、﹁
六
一
自
人
、
女
某
其
媒
な
り
と
云
て
、
又
云
事
も
な
か
り
け
れ
ば
、
題
者
、
意
を
得
て
、
申
さ
ん
な
れ
と
て
、
や
み
に
け
り
。
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意
は
立
身
媒
と
云
文
の
名
を
云
け
る
也
。
彼
文
に
云
、
﹁マ

マ

割
レ

裘
為
レ

紙
、
嚙
レ

指
為
レ

筆
、
以
レ

血
為
レ

墨
書
也
。
接
持
鴈
ヲ

其
足
結
繋
二

此

書
一

云
々
。

香
カ
イ
ワマ

マ

ク
、
六
一
自
人
女
某
其
媒
ナ
リ
ト
イ
ヒ
テ
、
又
イ
フ
コ
ト
モ
ナ
カ
リ
ケ
レ
ハ
、
題
者
、
コ
ヽ
ロ
ヲ
エ
テ
、
マ
ウ
シ
タ
ナ
リ
ト
テ
、

ヤ
ミ
ニ
ケ
リ
。
意
ハ
、
立
身
媒
ト
イ
フ
ヽ
ミ
ノ
名
ヲ
イ
ヒ
ケ
ル
也
。
立
身
媒
云
、
割
裘
一

為
紙
一

、
嚙
指
一

為
筆
一

、
以
血
一

為
墨
一

、
書
之
一

捕
鴈
一

、
其
足
結
繋
此
書
一

、
文
云
、
設
散
骸
於
胡
地
一

、
魂
再
仕
君
辺
一

云
々
。

ま
で
、
内
容
、
表
現
と
も
に
近
似
す
る
。
二
重
傍
線
部
は
﹃
榻
鴫
暁
筆
﹄
の
こ
の
箇
所
に
は
見
ら
れ
な
い
が
、
先
に
あ
げ
た
﹃
榻
鴫
暁
筆
﹄
が

付
加
し
た
詩
の
末
尾
の
二
句
と
表
現
が
一
致
す
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
﹃
榻
鴫
暁
筆
﹄
に
漢
籍
の
書
名
が
明
記
さ
れ
て
い
て
も
、
直
接
の
関
係
は
薄
い
こ
と
が
わ
か
る
。
注
釈
等
か
ら
間
接
的
に

引
い
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
、
こ
の
後
、﹃
永
済
注
﹄
は
、﹁
又
、
鴈
札
ノ
本
文
、
内
典
ノ
中
ニ
ア
リ
。
﹂
と
し
て
、
﹁
月
蓋
王
ノ
太
子
﹂

で
あ
る
﹁
善
友
太
子
﹂
の
母
が
、
鴈
の
首
に
書
を
付
け
、
諸
国
を
さ
ま
よ
っ
て
い
た
﹁
善
友
太
子
﹂
に
手
紙
を
届
け
た
と
の
説
話
を
挙
げ
る
。

そ
し
て
そ
れ
を
﹁
報
恩
経
第
四
巻
、

、
賢
愚
経
第
二
巻
ニ
ア
リ
。﹂
と
記
す
。
し
か
し
、
﹃
榻
鴫
暁
筆
﹄
は
そ
の
箇
所
を
取
ら
な
い
。
こ
の
こ

と
も
、
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
仏
典
の
説
話
は
﹃
大
方
便
佛
報
恩
経
﹄
巻
四
﹁
悪
友
品
第
六
﹂、
﹃
賢
愚
経
﹄
巻
九
の
﹁
善
事
太
子
入

海
品
第
三
十
七
﹂
を
指
す
と
思
わ
れ
る
が
、
両
者
の
内
容
に
相
違
が
あ
り
、
さ
ら
に
﹃
賢
愚
経
﹄
の
巻
が
異
な
る
。﹃
榻
鴫
暁
筆
﹄
編
者
は
、
仏

典
に
関
す
る
知
識
が
あ
っ
た
た
め
、
両
者
を
ま
と
め
て
論
じ
る
こ
と
や
巻
の
違
い
に
疑
問
を
抱
き
、
さ
ら
に
こ
の
説
話
と
蘇
武
の
話
の
関
連
性

は
薄
い
と
判
断
し
た
た
め
、
取
ら
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

﹃
榻
鴫
暁
筆
﹄
は
、
注
釈
類
を
参
考
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
先
に
も
述
べ
た
と
お
り
、
﹃
榻
鴫
暁
筆
﹄
編
者
に
漢
籍
の
詳
し
い
知
識

が
あ
っ
た
な
ら
ば
、
蘇
武
を
副
将
軍
す
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
李
陵
と
蘇
武
と
が
匈
奴
で
会
う
こ
と
か
ら
、
前
か
ら
の
縁
を
関
連
づ
け
る
た
め
、

そ
の
よ
う
に
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
仏
典
等
で
の
原
典
に
忠
実
な
姿
勢
を
鑑
み
る
と
、
や
は
り
、
注
釈
書
等
か
ら
引
い
て
も
、
原
典
に
精

通
し
て
い
れ
ば
、
異
を
唱
え
る
な
ど
、
何
か
言
及
し
た
で
あ
ろ
う
。﹃
榻
鴫
暁
筆
﹄
の
編
者
自
身
、
誤
り
に
気
づ
い
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る(

)

。
14
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四
、
ま
と
め

以
上
、﹃
榻
鴫
暁
筆
﹄
が
、﹃
史
記
﹄、﹃
漢
書
﹄
と
出
典
明
記
を
し
な
が
ら
も
、
そ
の
原
典
に
直
接
よ
る
の
で
は
な
く
、﹃
永
済
注
﹄
と
関
わ
り
、

間
接
的
に
引
い
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
ま
た
、
そ
の
場
合
、
内
容
だ
け
で
な
く
、
一
話
の
構
成
や
、
異
説
の
挙
げ
方
、
そ
の
総
合
的
な
解

釈
を
も
、﹃
永
済
注
﹄
と
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
こ
れ
は
、
漢
籍
の
引
用
の
仕
方
が
、
仏
典
︵
と
り
わ
け
、﹃
大
唐
西
域
記
﹄
や
﹃
譬

喩
経
﹄、﹃
賢
愚
経
﹄
な
ど
大
蔵
経
の
﹁
本
縁
部
﹂︶
の
摂
取
の
方
法
＝︵
原
典
を
直
接
見
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
表
現
を
極
力
変
え
ず
に
、

原
典
に
忠
実
で
あ
る
こ
と
、
類
書
等
に
同
話
が
あ
る
場
合
で
も
、
本
文
の
比
較
か
ら
、
直
接
原
典
を
み
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
︶
と
、
全

く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

さ
ら
に
、﹃
漢
書
﹄
の
例
で
見
た
よ
う
に
、
明
ら
か
に
誤
り
な
も
の
、
原
典
に
な
い
も
の
で
も
、
﹃
永
済
注
﹄
に
拠
っ
て
そ
の
内
容
を
引
い
て

い
る
こ
と
か
ら
、﹃
榻
鴫
暁
筆
﹄
の
編
者
が
、
そ
の
誤
り
に
気
づ
い
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
仏
典
に
比
べ
て
、
漢
籍
に
は
精

通
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
と
も
い
え
よ
う
。

本
稿
で
は
、﹁
正
史
﹂
を
中
心
に
考
察
し
た
が
、
他
の
書
で
も
﹃
永
済
注
﹄
と
の
関
わ
り
が
み
ら
れ
る
。﹃
榻
鴫
暁
筆
﹄
が
注
釈
書
と
関
わ
る

こ
と
、
仏
典
と
漢
籍
で
摂
取
の
方
法
に
違
い
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

注
︵

︶
拙
稿
﹁﹃
榻
鴫
暁
筆
﹄
巻
二
十
三
﹁
四
獣
与
食
道
人
﹂、﹁
三
獣
与
食
老
夫
﹂
を
め
ぐ
っ
て
﹂︵﹃
愛
知
淑
徳
大
学
論
集
﹄
第
三
十
五
号
・
二
〇
一
〇
年
三

１
月
︶

拙
稿
﹁
循
環
す
る
物
語
︱
﹃
榻
鴫
暁
筆
﹄
巻
二
十
三
﹁
鼠
物
語
﹂
を
巡
っ
て
︱
︵﹃
愛
知
淑
徳
大
学
論
集
﹄
第
三
十
二
号
・
二
〇
〇
七
年
三
月
︶
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︵

︶
拙
稿
﹁﹃
榻
鴫
暁
筆
﹄
の
世
界
津
︱
︿
別
記
﹀
の
形
式
を
め
ぐ
っ
て
︱
﹂︵﹃
愛
知
淑
徳
大
学
国
語
国
文
﹄
第
二
五
号
・
二
〇
〇
二
年
三
月
︶

２
︵

︶
拙
稿
﹁﹃
榻
鴫
暁
筆
﹄
に
お
け
る
﹃
三
国
伝
記
﹄
の
位
置
﹂︵﹃
愛
知
淑
徳
大
学
国
語
国
文
﹄
第
二
十
七
号
・
二
〇
〇
四
年
三
月
︶

３
︵

︶
引
用
は
、
市
古
貞
次
校
注
﹃
榻
鴫
暁
筆
﹄︵
中
世
の
文
学
・
三
弥
井
書
店
・
一
九
九
二
年
一
月
初
版
第
一
刷
発
行
︶
に
よ
る
。

４
︵

︶
引
用
は
﹃
史
記
﹄
中
華
書
局
に
よ
る
。
ま
た
、
私
に
訓
点
を
施
し
た
。

５
︵

︶
引
用
は
﹃
和
漢
朗
詠
集
古
注
釈
集
成
﹄
第
三
巻

伊
藤
正
義
・
黒
田
彰
編
著
︵
大
学
堂
書
店
・
一
九
八
九
年
一
月
第
一
刷
発
行
︶
に
よ
る
。

６
︵

︶
高
田
本
、
京
大
本
﹁
夜
半
﹂︵
注
６
に
よ
る
。﹃
和
漢
朗
詠
集
古
注
釈
集
成
﹄
第
三
巻
﹁
永
済
注
﹂
の
底
本
は
永
青
文
庫
本
︶

７
︵

︶
﹃
榻
鴫
暁
筆
﹄
は
、
題
で
は
﹁
雁
﹂
の
字
を
用
い
る
が
、
説
話
本
文
で
は
﹁
鴈
﹂
を
用
い
て
い
る
。

８
︵

︶
引
用
は
﹃
漢
書
﹄
中
華
書
局
に
よ
る
。
ま
た
、
私
に
訓
点
を
施
し
た
。

９
︵

︶
宮
内
庁
書
陵
部
本
、
東
京
大
学
国
文
学
研
究
室
本
は
﹁
穴
﹂
と
す
る
。︿
底
本
は
、
国
会
図
書
館
本
﹀︵
注
４
に
よ
る
︶

10
︵

︶
﹃
平
家
物
語
﹄
巻
二
﹁
蘇
武
﹂
等
に
類
似
す
る
詩
が
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
別
の
機
会
に
論
じ
た
い
。

11
︵

︶
高
田
本
﹁
ア
カ
ハ
セ
﹂、
京
大
本
﹁
あ
か
ひ
﹂︵
注
６
に
よ
る
︶

12
︵

︶
宮
内
庁
書
陵
部
本
、
東
京
大
学
国
文
学
研
究
室
本
は
﹁
ず
は
﹂
と
す
る
。︵
注
４
に
よ
る
︶

13
︵

︶
こ
れ
に
関
し
て
﹃
晋
書
﹄
の
例
を
挙
げ
る
。﹃
榻
鴫
暁
筆
﹄
巻
十
八
・
第
十
一
﹁
琴
起
﹂
に
は
、
春
秋
時
代
の
晋
の
平
公
に
仕
え
た
楽
人
﹁
師
曠
﹂
の

14
話
が
あ
る
が
、
こ
の
出
典
を
﹃
晋
書
﹄
と
す
る
。
こ
れ
は
、
明
ら
か
に
時
代
が
異
な
り
、﹃
晋
書
﹄
に
同
様
の
話
は
見
え
な
い
。
﹃
榻
鴫
暁
筆
﹄
編
者
は
、

﹃
晋
書
﹄
の
魏
晋
南
北
朝
の
﹁
晋
﹂
と
周
代
の
﹁
晋
﹂
を
混
同
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
箇
所
は
﹃
和
漢
朗
詠
集
和
談
鈔
﹄
に
同
様
の

記
述
が
あ
り
、﹃
永
済
注
﹄
に
も
類
似
の
記
事
が
あ
る
。﹃
榻
鴫
暁
筆
﹄
は
、
こ
れ
ら
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
別
の
機
会
に
論

じ
た
い
。

︵
全
学
日
本
語
教
育
部
門
非
常
勤
講
師
︶
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